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労災補償部補償課長 

「診断書及びレセプトから 見た長期療養者に 係る療養 ( 補償 ) 給付 

上の間 題点 」 ( 適正給付に係る 参考資料 ) の送付について 

標記資料については、 近年、 骨折等の長期療養者が 増加する傾向にあ ること 

から、 これらの傷病に 係る実態を把握し 適正給付対策の 推進に資するため、 骨 

折等の長期療養者の 一部 は ついて診断書及びレセプトを 収集し、 問題点等を分 

析 した結果をとりまとめたものであ る。 

ついては、 これを下記のとおり 配付するので、 適正給付対策を 推進する上で 

の 参考として活用されたい。 
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診断書及びレセプトから 見た長期療養者に 係る療養 ( 補償 ) 給付上の間 題点 

1  対症療法のみで 療養を継続している 事例・ ・ ・ ( 事例Ⅰ～事例 9 ) 

2  泊 ゆ 見込み時期が 示されているものの 

療養を継続している 事例                 ( 事例 1 0 ～事例 1 7 ) 

3  アフターケアの 活用を図るべきと 居、 わ 

れる事例，                             ( 事例 1 8 ～事例 2 3 ) 

4 ャ @ ムロ の ( 症状固定 ) について、 行政の説明が 

十分でながあ るいは主治医の 理解が十分で 

ないと思われる 事例                     ( 事例 2 4 一事例 2 7 ) 
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はじめに 

労災保険の給付を 受けながら長期にわたり 療養を継続する 者 ( 以下下長期療養者」 とい 

う。 ) については、 昭和 5 9 年に策定した 「適正給付管理の 実施について ( 昭和 5 9 年 8 

月 3 日付け 基 登第 3 9 1 号 ) 」 に基づき、 労災保険の適正な 給付について 積極的な対応を 

図った結果、 その数は漸次減少してきたところであ るが、 平成 8 年度からは一転して 増加 

傾向を示し現在に 至っている。 

この増加の要因としては、 主にじた肺による 長期療養者の 増加が反映したものではあ る 

ものの、 一般にそれほど 長期に療養するものとは 考えにくい 「骨折」、 「関節の障害」等 

についても増加する 傾向を示す状況にあ る。 

そこで、 本省においては、 報告例規 補 4 0 8 ( 傷病川長期療養者推移状況報告 ) の傷病 

名が 「その他の患者」に 該当する者であ って、 療養期間が 3 年を超えるものの 一部 は つい 

て 、 当該者に係る 診断書や直近 3 カ月間のレセプトを 収集し、 長期療養者の 現況を分析し 

たところであ る。 

その結果、 これらの者の 療養が長期にわたる 理由については、 多くの事案において 種々 

の要因が複合する 等により 治 ゆの認定が困難となっている 状況が窺われたところであ る 

が、 一方、 療養が長期にわたることについて 合理的な理由が 存在しないと 考えられる事案 

も 少なからず認められたところであ る。 

本 資料は、 療養が長期にわたることについて 合理的な理由の 存在しない事案の 分析にお 

いて、 多くの事案に 共通した問題点として 以下の 4 形態に類型化されたので、 その分類に 

基づき、 それぞれ事案ごとに 適正給付担当者としての 着眼点をまとめたものであ り、 診断 

書やレセプトの 確認の際の参考として 活用されたい。 

① 対症療法のみで 療養を継続しているもの 

② 診断書において 治ゆ 見込み時期が 示されているものの 療養を継続しているもの 

③ ア プターケアの 活用を図るべきと 思われるもの 

④ 治ゆ ( 症状固定 ) について、 行政の説明が 十分でないあ るいは主治医の 理解が十分 

でないと思われるもの 

凡 例 

1  診断書は、 労働者災害補償保険法施行規則 第 1 9 条の 2 第 2 項に基づき提出された 

ものであ る。 

なお、 診断書の①は 過去 1 年間の療養内容及 び 経過、 ②は今後 6 カ月の療養等の 見 

通しを記載したものであ る。 

2  レセプトの①は 診療内容、 ②は傷病の経過を 記載したものであ る。 

3  事例について 傷病別の索引を 次頁に掲げているので、 活用されたい。 

4  それぞれの事例の 診断書及びレセプトの 写しを別冊として 作成しているので、 参照 

されたい。 
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1  骨 折 

骨 骨折                                             ( 事例 3  ) 

  胸椎、 腰椎腕白骨折                     ( 事例 1  0  ) 

  腰椎圧迫骨折                                   ( 事例 2  6  ) 

  骨盤骨折                                             ( 事例 1 ) 

  暁骨 骨折                                             ( 事例 6 人 ( 事例 2 7) 

  下腿骨骨折                                       ( 事例 5  ) 

  大腿骨骨折                                       ( 事例 2 1 ) 

  踵骨骨折                                             ( 事例 9 ) 、 ( 事例 1 2 ) 

  距骨骨折                                               ( 事例 1  5  ) 

  母腓 骨折                                             ( 事例 7  ) 

2 切 断 

  前腕切断                                             ( 事例 1  9  ) 

3  創 傷 

  右手挫創                                             ( 事例 8 ) 

  左 小指挫滅 創                                   ( 事例 1  3  ) 

  脳挫傷                                                 ( 事例 1 1 人 ( 事例 1 8 人 ( 事例 2 2) 

4  その他 

  腰部捻挫                                             ( 事例 2 人 ( 事例 2 4 ) 

  腰部打撲                                             ( 事例 4 ) 

  頸髄 損傷                                             ( 事例 1  4  ) 

  肘 関節拘縮                                       ( 事例 1  6  ) 

  骨髄炎                                               ( 事例 1 7 ) 

  熱傷                                                   ( 事例 2  0  ) 

  外傷性角膜裂傷                             ( 事例 2  3  ) 

  外傷性足根管症候群                     ( 事例 2  5  ) 

-  2   
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